
《
　
勧
　
告
　
》
固
く
お
断
り
し
ま
す

一
、
暴
力
団
関
係
者
及
び
そ
の
関
係
並
び
に
同
様
の
風
体
や
言
動
を
さ
れ
た
方

一
、
入
れ
墨
(
タ
ト

)
の
露
出
が
激
し
い
と
判
断
し
た
方

一
、
系
列
店
及
び
店
内
外
に
て
従
業
員
や
他
の
お
客
様
と
ト
ラ
ブ
ル

　
　
を
起
こ
さ
れ
た
方

一
、
お
客
様
同
士
ま
た
は
従
業
員
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
た
と
判
断
し
た
方

一
、
従
業
員
に
対
し
て
の
暴
言
や
ア
ル
コ

ル
を
強
要
し
て
く
る
方

一
、
過
去
に
一
度
で
も
お
客
様
並
び
に
従
業
員
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
た
方

一
、
従
業
員
の
引
き
抜
き
行
為
、
ま
た
そ
れ
に
似
た
行
為
と
判
断
し
た
方

一
、
二
十
歳
未
満
の
方

右
記
の
方
は
、
即
刻
退
店
、
出
入
り
禁
止
(
系
列
店
含
む
)

即
刻
退
店
、
出
入
り
禁
止
(
系
列
店
含
む
)
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

そ
の
場
合
、
料
金
は
通
常
通
り
ご
請
求
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

代
表


